
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアマネだより 

精華町社協 

 

2022.3 月発行 

 

施設サービスを利用する際に、「負担限度額認定証をお持ちですか？」と尋ねられたことはありませんか？ 

所得が低い人を対象に、負担限度額認定申請をすることにより、介護保険施設を利用する場合の居住費と

食費の自己負担額が軽減される仕組みを案内します。 
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詳しいことやわか

らないことは担当

ケアマネジャーに

聞いてね！！ 

質問 回答 

➀施設サービス（特別養護老人ホームや介護老人保健

施設、ショートステイなど）を利用した場合、介護サー

ビスの自己負担分（１～３割）のほかに、居住費と食

費が負担になるんだけど、所得金額によって、居住費

と食費の自己負担額が軽減されるんだよ！ 

（※申請をしなければ、居住費・食費は軽減されません） 

 

②所得の低い人が対象になるんだ。対象となる人の所

得状況により、負担段階が区分され、施設に支払う１

日当たりの居住費と食費の上限額（負担限度額）が

決められているんだよ！ 

 

③利用するには、市区町村への申請が必要だよ！ 

（※世帯の課税状況及び個人の所得状況、預貯金等の合

計額によって審査があります） 

 

④「負担限度額認定証」の有効期限は７月末までとなっ

ているんだ。そのため、持っている人には毎年７月頃

に更新申請の案内が市町村から送付されるので、継

続して利用する場合には更新の手続きが必要なんだ

よ！ 

 

➀「負担限度額認定証」ってなあに？ 

 

 

 

 

 

 

②どのような人が対象になるの？ 

 

 

 

 

③利用するにはどのような手続きをすれば

いいの？ 

 

 

④有効期限はあるの？一度申請すると、

以後手続きはしなくていいの？ 
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